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議案第３０号 

市民体育館屋根・外壁改修工事請負変更契約の締結について 

 市民体育館屋根・外壁改修工事について、下記のとおり請負変更契約を締結したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４６年君津市条例第４９号）第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

記  

１ 工 事 名  市民体育館屋根・外壁改修工事 

２ 工 事 場 所  君津市内箕輪一丁目地先 

３ 工 事 期 限  変更前 令和４年３月２５日 

変更後 令和４年６月３０日 

４ 工 事 概 要  市民体育館（鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建 延べ床

面積５，４０５．１７㎡） 

(1) 屋根改修（主体育室、小体育室） 

  フッ素ＳＧＬ鋼板カバー工法 

(2) 外壁改修（主体育室、小体育室、低層棟） 

  防水形複層塗材 

(3) 屋上防水改修（低層棟） 

  塗膜防水 

(4) 外部建具改修 

(5) 電気設備改修 

５ 契 約 の 金 額  変更前 ２２８，２０６，０００円 

（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

          変更後 ２３７，１３８，０００円 

              （取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

          増 額   ８，９３２，０００円 
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              （取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方  千葉県君津市外箕輪四丁目３２番３４号 

ホーナン建設工業株式会社 

          代表取締役 梶尾憲一郎 

令和４年３月９日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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変更理由（市民体育館屋根・外壁改修工事請負変更契約） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、工事資材である屋根材の調達に不

測の日数を要したことに伴い、工事期限の延伸を行うため。また、当初設計より外壁のク

ラック等の補修箇所を増加させる必要が生じ、契約金額が増額となるため。 


